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司法書士等が電子申請の方法により権利に関する登記の申請をする場合における電磁的

記録で作成する登記原因証明情報の取扱いの留意事項について（お知らせとお願い） 

 

標記について、法務省民事局民事第二課から下記文書を入手しましたので、別添のとお

りお知らせいたします。 

つきましては、貴会会員あてご周知くださるようお願いいたします。 
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別添 司法書士等が電子申請の方法により権利に関する登記の申請をする場合における

電磁的記録で作成する登記原因証明情報の取扱いの留意事項について 
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事 務 連 絡   

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ９ 日  

 

 

 法務局民事行政部首席登記官（不動産登記担当） 殿  

 地方法務局首席登記官（法人登記担当を除く。） 殿  

 

 

法務省民事局民事第二課 河瀬補佐官    

 

 

司法書士等が電子申請の方法により権利に関する登記の申請をする場

合における電磁的記録で作成する登記原因証明情報の取扱いの留意事

項について  

標記の取扱いについては、本日付け法務省民二第１５７８号法務省民事局民

事第二課長依命通知「司法書士等が電子申請の方法により権利に関する登記の

申請をする場合における電磁的記録で作成する登記原因証明情報の取扱いにつ

いて」（以下「依命通知」という。）をもって示されたところですが、その取

扱いに関する留意事項は下記のとおりですので、貴管下登記官に周知方お取り

計らい願います。  

記  

１ 趣旨等  

 ⑴ 現状  

   不動産登記法（平成１６年法律第１２３号。以下「法」という。）第１

８条第１号の規定による電子情報処理組織を使用する方法（以下「電子申

請の方法」という。）による申請については、直近の利用率は約７８％に

上っており、その多くは司法書士又は司法書士法人（以下「司法書士等」

という。）が代理人として申請しているものである。  

   不動産登記の申請をオンラインの環境のみで完結させる申請（以下「フ

ルオンライン申請」という。）は、紙媒体でのやり取りがなく、登録免許

税も電子納付されるため、利用者の手続の円滑化や登記所の業務の効率化

に資するものである。  

https://app7.shachihata.com/app/StampInfo/8501361ba3ccfaf1fef3a70684e86c9a15b1d78898d293c4d0d6899e7a28cf60
https://app7.shachihata.com/app/StampInfo/c5f4824e28c068b532c1d4f40407acdd23537e0a65f53784b2faa4a475aa3ff9
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   しかし、現在の電子申請の方法による権利に関する登記申請の大半は、

添付情報が書面で作成されることが多いため、司法書士等が添付情報をス

キャンしてＰＤＦ化し、デジタルデータで作成した申請情報に当該ＰＤＦ

を添付して登記所に電子申請の方法により申請し、書面の原本を登記所に

別途提出する特例方式による申請（不動産登記令（平成１６年政令第３７

９号。以下「令」という。）附則第５条第１項の規定による申請をいう。

以下同じ。）となっている。  

 ⑵ 報告形式の登記原因証明情報  

 権利に関する登記の申請をする場合には、申請人は、法令に別段の定め

がある場合を除き、申請情報と併せて登記原因を証する情報（以下「登記

原因証明情報」という。）を提供しなければならないとされている（法第

６１条）。  

これまでの登記実務では、登記の原因となる事実又は法律行為の発生後

に登記申請用に作成される報告形式の登記原因証明情報については、その

証明力の根拠が登記により直接に不利益を受ける登記義務者が登記原因を

自認していることにあるとの考え方を踏まえ、少なくとも登記義務者がそ

の作成名義人となる必要があるとして取り扱われていた。  

また、電子申請の方法により権利に関する登記の申請（特例方式による

申請を含む。以下同じ。）をする場合における添付情報は、作成者による

電子署名が行われているものでなければならないとされている（令第１２

条第２項）。  

このため、報告形式の登記原因証明情報を電磁的記録で作成するために

は、登記の原因となるべき事実又は法律行為が生じた後に、登記義務者と

なる者が電子署名を行う必要があったが、代金決済後に登記義務者に対し

て電子署名を求めることが不動産取引の実務上困難であるなどの理由によ

り、報告形式の登記原因証明情報を電磁的記録で作成することができず、

フルオンライン申請を阻む要因になっているとの指摘がある。  

⑶ 趣旨  

登記義務者がその作成名義人となっていなくとも、司法書士法（昭和２

５年法律第１９７号）に基づく職責等を有する司法書士等が、特定の登記

原因に基づく登記申請が予定されている場合において、登記原因証明情報

を電磁的記録で作成することについて登記義務者から直接特別の委任を受
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け、かつ、その委任に基づいて自ら登記の原因となる事実又は法律行為を

相当な方法で確認し、登記原因証明情報を作成したときは、登記義務者が

登記原因証明情報を作成した場合と比較してその証明力に大きな差はない

と考えられる。  

 そこで、今般、司法書士等が代理人として行う電子申請の方法による登

記申請手続の利便性の向上を図るとともに、フルオンライン申請を促進す

るため、日本司法書士会連合会との調整を経て、司法書士等が登記義務者

から特別の委任を受けて作成した登記原因証明情報の取扱いについて、依

命通知が発出された。  

 なお、この取扱いは、書面で作成された報告形式の登記原因証明情報の

取扱いや、特例方式により申請をする場合に申請情報と併せて当該登記原

因証明情報を記録した電磁的記録を提供する場合の取扱いを変更するもの

ではない。また、登記識別情報の通知及び登記完了証の交付についても、

電子申請の方法による権利に関する登記の申請があった場合の取扱いを変

更するものでもない。  

２ 登記原因証明情報の作成者の特例（依命通知１関係）  

  司法書士等が代理人として行う電子申請の方法による登記申請手続の利便

性の向上を図るとともに、フルオンライン申請を促進するため、司法書士等

が代理人として電子申請の方法によりする権利に関する登記の申請が、依命

通知２に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該申請の添付情報とし

て提供される登記原因証明情報については、登記義務者の電子署名が行われ

ていないものであっても、適式なものとして取り扱うこととされた（以下こ

の取扱いを「特別委任方式」という。）。  

司法書士等は、その職責上、品位保持義務を負い、登記の申請を代理する

ときには、不実な登記を出現させないようにする具体的な義務を負っている

ものと解されている（司法書士法第１条及び第２条）。このような司法書士

等の職責等を前提に、登記原因証明情報の真正性を確保しつつ、電子申請の

方式による登記申請手続の利便性の向上を図ることを目的として、特別委任

方式による運用を実施することとされた。  

３ 特別委任方式の要件（依命通知２関係）  

⑴ 登記権利者及び登記義務者が共同申請によりする権利に関する登記の申

請であって、その登記の目的が次のいずれかであること  
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 ア 売買又は贈与を登記原因とする所有権（共有持分を含む。）の移転の

登記  

 イ 抵当権（根抵当権を含む。）の設定又は抹消の登記  

  依命通知では、現行の司法書士等の実務を踏まえて手続の円滑化を図る

必要性が高く、対応が可能と考えられる類型の登記において特別委任方式

を行うこととされた。具体的には、登記権利者及び登記義務者が共同申請

によりする権利に関する登記の申請のうち、登記の目的が、①売買又は贈

与を登記原因とする所有権（共有持分を含む。）の移転の登記又は②抵当

権（根抵当権を含む。）の設定又は抹消の登記の申請において提供する登

記原因証明情報のみを対象とすることとされている。  

このため、①又は②以外の登記の申請は特別委任方式の対象には含まれ

ない。  

また、報告形式の登記原因証明情報についての取扱いであることから、

登記原因の証明について、登記官その他の公務員が職務上作成した情報の

提供が必要な登記（登記名義人の住所等の変更の登記等）や、一定の形式

により作成された情報の提供が必要な登記（遺言書に基づく登記等）につ

いては対象には含まれない。  

なお、対象とする登記の目的の範囲については、今後の運用状況を踏ま

え、引き続き検討することとしている。  

⑵ 登記義務者が、司法書士等に対し、登記原因証明情報の作成に係る特別

の委任をした旨が代理人の権限を証する情報（以下「委任情報」という。）

に記録されていること  

 ア 委任情報の作成時期  

  特別委任方式では、多くの場合において、委任情報が、登記原因が生

ずるよりも前に作成されることが想定される。  

一般に、登記原因が発生した日付よりも前の日付で作成された委任情

報であっても、委任内容が具体性・特定性に欠けるものでないと解され

るときは、有効な委任情報として取り扱われるが、委任情報の作成日付

が登記原因の発生日付よりも相当前である場合には、その有効性に疑義

が生ずるおそれがあるとされている。  

 このような考え方を踏まえ、特別委任方式に適合する委任情報の作成

時期については、その有効性を確保するため、委任情報の作成された日
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から登記の原因が生じた日までの期間が１か月以内であることを原則

としつつ、海外居住者や農地法の転用許可を要するなどの特段の事情を

示す添付情報が提供された場合には、個別に判断するといった運用とし

て差し支えない。  

 なお、フルオンライン申請の促進の観点からは、委任情報は電磁的記

録で作成されていることが望ましいが、現時点における公的個人認証サ

ービスの利用状況、不動産取引や融資の慣行等を踏まえると、委任情報

が書面で作成されている場合が依然として多いことが想定されること

から、特別委任方式の対象には、特例方式による申請を含むものとされ

ている。  

  イ 特別の委任  

    これまでの登記実務では、前述のとおり、報告形式の登記原因証明情

報については、その証明力の根拠が、登記義務者が登記原因を自認して

いることにあるとの考え方を踏まえた取扱いがされている。特別委任方

式を採用するに当たっては、司法書士等が作成名義人となる登記原因証

明情報の証明力が、登記義務者が作成名義人となる場合と同水準である

ことが求められ、これを確保するためには、登記義務者が特定の代理人

に対して登記原因証明情報の作成を自らの意思で明確に委任したこと

が必要であると考えられる。  

そこで、依命通知では、特別委任方式の要件として、司法書士等が登

記義務者から登記原因証明情報を作成することについて特別の委任を

受けることが必要とされた。この特別の委任は、例えば、委任条項に「登

記申請に関する一切の件」という条項があるだけでは足りず、委任情報

において登記の原因となるべき事実又は法律行為（委任情報の作成後に

発生するものを含む。）が具体的に特定された上で、「司法書士何某が

作成名義人となって登記原因証明情報を作成することに関する一切の

件」などと具体的に明示されていることが必要である。したがって、登

記原因証明情報を作成することについての特別の委任があることが明

らかでないときは、特別委任方式による申請は認められないこととな

る。  

また、登記原因証明情報の作成に関する特別の委任を受けた代理人か

ら委任を受けた復代理人や代理人の使者は、登記義務者からの直接の委
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任関係がなく、登記義務者が作成名義人となる場合の登記原因証明情報

と同水準の証明力が必ずしも確保されないことから、登記原因証明情報

を作成することはできない。  

なお、第三者のためにする売買契約による第三者への所有権の移転に

関する登記の申請にあっては第三者である買主のために契約をした者

が、買主の地位の譲渡契約による譲受人への所有権の移転に関する登記

の申請にあっては買主の地位の譲渡人が、それぞれ登記義務者に準じて

扱われ、登記原因証明情報の作成名義人とする必要があるとされている

（平成１９年１月１２日付け法務省民二第５２号法務省民事局民事第

二課長通知）こととの関係で、特別委任方式においても、これらの者か

らの登記原因証明情報の作成に係る特別の委任が必要と考えられる。も

っとも、これらの者は、不動産登記法上の登記義務者には当たらず、そ

の代理権限証明情報は提供されないため、登記原因証明情報にその特別

の委任を受けた旨を記載する必要がある。  

⑶ 司法書士等が、⑵の委任に基づき電磁的記録で作成した登記原因証明情

報に、自らが確認した登記の原因となる事実又は法律行為及びその確認方

法、当該司法書士等の職名及び氏名並びに電磁的記録の作成年月日を記録

し、当該司法書士等の電子署名をしていること  

前述のとおり、特別委任方式においては、司法書士等が作成名義人とな

る登記原因証明情報の証明力が、登記義務者が作成名義人となる場合と同

水準であることが求められる。これを確保するためには、司法書士法に基

づく職責等を有する司法書士等が、自ら登記の原因となる事実又は法律行

為を確認した上で登記原因証明情報を作成しなければならず、かつ、その

確認方法が相当なものであることを登記官において確認可能である必要が

あると考えられる。また、電子申請の方法により権利に関する登記の申請

をする場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているも

のでなければならない（令第１２条第１項）。  

そこで、依命通知では、特別委任方式の要件として、司法書士等が作成

した登記原因証明情報に、自らが確認した登記の原因となる事実又は法律

行為及び確認方法、当該司法書士等の職名及び氏名並びに電磁的記録の作

成年月日が記録され、当該司法書士等の電子署名がされている必要がある

こととされた。  
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登記の原因となる事実又は法律行為の確認方法については、例えば、「契

約への立会い及び契約書の確認により売買の事実を現認した。」「決済へ

の立会いにより代金支払の事実を現認した。」、「登記義務者からの聴取

及び登記義務者から提供された資料により契約及び代金支払の事実を確認

した。」などの記載をすることが考えられる。  

登記義務者が司法書士法人に登記原因証明情報の作成に係る特別の委任

をした場合において、登記の原因となる事実又は法律行為を確認する主体

は、当該司法書士法人の代表社員である司法書士のほか、代表社員以外の

社員又は使用人である司法書士も想定される。後者の場合には、登記原因

証明情報の作成に係る特別の委任を受けた司法書士法人の電子署名に加え

て、登記の原因となる事実又は法律行為を確認した社員又は使用人である

司法書士の電子署名が必要であると考えられる。  

なお、この司法書士等の職名及び氏名の記録並びに電子署名は、司法書

士法施行規則（昭和５３年法務省令第５５号）第２８条第２項の規定によ

る職名及び氏名の記録並びに電子署名を兼ねるものである。  

 ⑷ ⑶の確認方法が、契約の締結や金銭の授受の現認、登記義務者からの聴

取その他の相当と認められる方法であること  

前述のとおり、特別委任方式においては、司法書士等が作成名義人とな

る登記原因証明情報の証明力が、登記義務者が作成名義人となる場合と同

水準であることが求められる。これを確保するためには、司法書士等が登

記原因証明情報を作成する際における登記の原因となる事実又は法律行為

の確認方法が、登記により直接に不利益を受ける登記義務者が登記原因を

自認していることと同視し得る程度の相当性が認められることが必要であ

ると考えられる。  

そこで、依命通知では、特別委任方式の要件として、司法書士等により

行われた確認方法が、契約の締結や金銭の授受の現認、登記義務者からの

聴取その他の相当と認められる方法である必要があることとされた。  

    登記の原因となる事実又は法律行為の確認方法としては、司法書士等が

その事実又は法律行為を直接現認する方法のほか、登記により直接に不利

益を受ける登記義務者からの聴取が考えられる。例えば、契約や代金決済

への立会い、登記義務者から提供された契約書等の確認、登記義務者から

の聴取等による確認をしている場合には、相当と認められる方法に当たる
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と考えられる。  

  他方で、登記権利者からの聴取や登記権利者が作成した資料のみに基づ

いて登記の原因となる事実又は法律行為を確認している場合には、その確

認方法は相当とは認められないと考えられる。  

⑸ ⑶の登記原因証明情報を作成した司法書士等が、代理人としてその登記

原因に基づく登記を申請し、その添付情報として当該登記原因証明情報を

提供していること  

  特別委任方式は、特定の登記原因に基づく登記申請が予定されている場

合において、登記義務者から特別の委任を受けた特定の司法書士等が登記

原因を確認することによって、登記義務者が登記原因証明情報を作成した

場合と同水準の証明力を確保するというものであるが、この証明力を確保

するためには、登記原因の確認から登記を申請するまでの一連の行為を同

一の司法書士等が行う必要がある。  

そこで、依命通知では、特別委任方式の要件として、登記原因証明情報

を作成した司法書士等が、代理人としてその登記原因に基づく登記を申請

し、その添付情報として当該登記原因証明情報を提供している必要がある

こととされた。  

  なお、司法書士法人の場合には、登記申請の代理及び登記原因証明情報

の作成の依頼は、司法書士法人に対してされるものであるため、司法書士

法人の社員又は使用人である司法書士が登記原因を証する事実の確認をし

て登記原因証明情報を電磁的記録で作成した後に、当該司法書士法人の社

員又は使用人である他の司法書士が登記の申請の代理人となって、当該登

記原因証明情報を添付情報として提供することも許容されると考えられ

る。  

⑹ 申請情報に特別委任方式である旨が記録されていること  

  特別委任方式により電子申請をする場合には、申請情報にその旨が明示

されていれば、添付情報も特別委任方式を前提とした確認をすることがで

きるなど、事務の効率化に資することとなる。  

そこで、依命通知では、特別委任方式の要件として、申請情報に特別委

任方式である旨を記録することとされた。  

具体的には、申請情報の添付情報欄に「登記原因証明情報（特別委任方

式）」などと記録することが考えられる。  
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  なお、申請情報とともに提供された登記原因証明情報について、登記義

務者の電子署名が行われておらず、司法書士等の電子署名のみが行われて

いる場合において、申請情報に特別委任方式である旨が記録されていない

ときは、電子申請の代理人である司法書士等に対し、当該電子申請が特別

委任方式に基づくものかどうかを確認する必要があると考えられるが、登

記官は、その確認も含めて補正を指示することとして差し支えない。  

⑺ 登録免許税が電子納付の方式で納付されていること（登録免許税を電子

納付することができない場合又は登録免許税が課されない場合を除く。）  

  特別委任方式は、電子申請の方法による登記の申請手続の利便性の向上

を図るとともに、フルオンライン申請を促進するため、司法書士等が代理

人として行う登記申請に限って特別の取扱いを認めるものであるが、特別

委任方式を利用する場合の登録免許税の納付方法については、登記所にお

ける事務処理の効率化を図るため、電子納付に限定することとされた。  

なお、金融機関によっては、電子納付金額に上限を設けている場合もあ

り、このような場合には電子納付をすることができないことから、登録免

許税を電子納付することができない場合については除外することとされ

た。  

もっとも、電子納付がされていない場合であっても、金融機関や司法書

士等に電子納付金額の上限を確認する必要はなく、登録免許税を電子納付

することができない場合に該当するものとして取り扱って差し支えない。  

４ 特別委任方式の運用開始日  

   特別委任方式の運用は、司法書士等に対する周知期間を考慮して、令和８

年３月１日から実施することとされた。  


